
学生。こども総合保険のご案内

新入生保護者の皆さまヘ

学生。こども総合保険

賢卍望四■ 令不日4年 4月 二斐亀躍話訴ぎをで為 8年 4月 1日午後 4時
この制度で、被保険者 (補償の対象者)となれる方の範囲については、 16ページをご覧ください。

〒枠
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軒Ⅲ

団体害J弓 1100/o運五用 !!

令和 4年 3月 31日 (木 )

加入申込票がご提出先に劉若する日

加入申込票に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

(※ )前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従つて割引率が適
用されます。

日

。大学内やレジャー・アルノぐイ ト・インタ

ーンシップ中のケガから第二者への

賠償責任や扶養者に万が一の事故が

あつた場合の学資賣用まで補償。

・新型コロナを原因とする入院に対して

も保険金をお支払します。

綴

昭

隅 賦 宦Dユ鵡 甫 弐

●保険料|′、決方法 :くインターネットでお手続きする場合>
孝′、扶票の裏面記載のコンビニエンスス トアにて、払込期日までに保険料を払い込みます。

く払扶取扱票でお手続きする場合>
最寄りのゆうちよ銀行または即便局で保険料をお振込みください。(一時払)

代理店・扱者 引受保険会社

株式会社すルド

所在地

TEL
FAX

〒194-0213
東京都町田市常盤町3654
0セー797-99黎
O紀-797-知 6

三井住反海上火災保険株式会社

広域法人部営業第三課

所在地 :〒 101-8011
東京都千代田区神田駿河台 3-司 1-1

TEL : 03-3259-669峰
FAX: 03-3259-7137

陀高 山 田 臣 記

"』 "H

学校法人桜美林学園



5つのメリット

団体割引 100/o適用

この契約は団体契約で10%の団体割引が適用されます。

ケガによる通院は 1日目から補償
・万―の入院はもちろん、ケガによる通院だけでも、
1日 目から補償が受けられます。
。日帰り入院も補償され、短い入院でも安心です。

負協・疾病における場合別発生割合
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簡単なお手続

加入申込票のご提出と保険料の払込みだけで、お申込みは完了です。

生活サポートサービスをセット
健康・医療。介護や、暮らしのトラブル・税務に関する電話相談を通話料無料でお受けする「生活
サポートサービス」がご利用いただけます。(本契約の引受保険会社である三井住友海上の提
供)

充実した補償

学校生活など日常生活中のケガから、旅行・スポーツなどのレジャー中のケガまで、幅広い補償をご提供
します。
ご加入の内容に応じて下記のような補償をご提供します。
・ケガだけでなく病気も補償します。
・扶養者の方に万―の事故があつた場合の育英費用を補償します。
。日常生活「こおける賠償責任も補償します。

補償の必要性 鶴

ガ

（ロ
割生発別知租るけお・一に病疾協負

総   数

小 学 校

中 学 技

高 尋 学 校
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総   数

小 学 校

中 学 校

高 彎 学 校
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学校の管理下の災客については、上図のように授業中や課外指導 (クラブ活動中)といつた学内での発生が多くなつ

ており、また、負傷種類は比較的軽度な「挫傷」「打撲」から症状の重い「捻挫」「骨折」へと、年令が上がるにつれ
て発生割合が移行しています。 出奥:「学校の管理下の災密 (平成30年版)」 独立行政法人日本スポーツ振興センター平成30年 11月発行
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自転車事故で高額賠償化する場合があります !出

自転車による加害事故例

約 9′521万円の賠償判決
男子小学生 (11才)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別

のない道路において歩行中の女性 (62才)と正面衝突.

女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となつた。

(神戸地方裁判所 平成25年 7月 4日判決)

判

例

裁

事

自転車同士の衝突事故例

千デ
ー/勢 |・ユ

約 9′266万円の賠償判決
″
:T]

裁判

事例

男子高校生が昼間、自転草横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、

対向草線を自転車で直進してきた男性会社員 (24才)と衝突。男性会社員に重大

な障害 (言語機能の喪失等)が残つた。

(東京地方裁判所 平成 20年 6月 5日判決)

出典 :一般社団法人 日本損害保険協会『知っていますか ?自転車の事故」より

□ 回

ご相談無料

日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。学生 。こども総合保険など・ にご加入のお客さ

まとその同居のご家族の方専用サービスです。
*メ ンタルヘJレスお目談は、彼保険者の保護者の方のみ利用可能です。ただし、被保険者本人の疾病を補償するプラン (緒神障害補償の
有無は問いません)にご加入の場合、かつ、被保険者本人に関する相談に限ります。詳しくは、イ単里店・扱者または引受保険会社ま
でお問い合わせください.

※メンタ)レ＼)レス1目談 :平日 9:00～21:00、 土曜日 10:00～ 18:00、 メンタルヘルス相談以外 :年中無休 24時間対応。
Oサービス受付の電話番号 (通話料無料)は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。
O平日とは、土 。日・祝日 。年末・年始を除いた月～金をいいます。
Oお使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
O本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によつてはご対応できな

い場合があります。
O本サービスは予告なく変更。中止する場合がありますので、あらかしめご了承ください。

2

■健康・医療相談 (医師相談は一部予約制)

■メンタ′レWレス相談
■医療機関総合情報提供
■診断サポートサービス (各租人間ドック機関紹介等)

■三大疾病セカンドオピ三オン情報提供
■女性医師情報提供、女性医師相談 (医師相談は一部予約制)

■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談
■公的介護保険で利用できるサービス等に関する

相談
■認知症に関する情報提供と悩み相談

■子育て相談 (12才以下)

■暮らしの情報提供 (冠婚葬祭、ボランティア情報)

■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介

〔鱗 コ 固 ぽ

■暮らしのトラブル相談 錫鵞旧談)

■暮らしの税務相談 弁護士・税理土との十日談は予約制

お客さまの行つている事業についてのご相談や、既に分霞士に
対応を依頼している案作、日斥訟となつている案作についてのご
相談は対象となりません。また、引受保険会社の保険に関連す
るご相談は、代理店 。扱者または引受保険会社までお問い合わ
せください。

インターネットにて健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
URL:https://wWW.ms― ins,com/kenkO_kaigo/



[謂印 硲
学生 。こどもプランは、こんなときにお役に立ちます。

学校生活だけでなく、日常生活を送るうえで直面するさまざまな危険を総合的に補償する制度です。

里 卿 岬
学4交内でのケカ
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上ヽ気て入院したとき、力ヽ夕して手術したとき
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醸 ※ご琢族も被保険者となります。

被保険者の範囲は 19ページ「契約概要のご説明J

の「 1,(1)商品の仕組みJをご惨照ください。粋
野I求て近〃iの
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保険金額を一時金でお支払いします。

実際に負担した学資費用(授業料等)の実費をお支払いします。

実際に負担した学資費用(授業料等)の実費をお支払いします。保険金

|

|

l大 掛とかケカ (交通 Ji故 等 )

やれ気で亡くなつた

岬

※日本国内のみ補償

借家人賠償責任保険金 生活用動産保険金
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僑ィみkで 火 ,1を 起こし

大家さんに夕

'し,去イ‖上の
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島償氏任をrlっ た:

不注意て

イ:i家内に所イ∫する家1オをよど!し た
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87・000円 52,000円 93.000円 599000円

死亡B後遺障害保険金額来1

入院保険金日額※2

ξ通院保険金日額

疾
病
保
険
金
却

賠償責任保険金額

疾病入院保険金日額※3

疾病通院保険金日額

育英費用保険金額

借窯人賠償責任保険金額※8

昭 口 融 切 ¬帥 呻 蜘

巾

嘲嘲嘲醐

嘲 H甘
"と

圭 諏 恥 宙

Lと
―

屋 ″
―

隣 事 :門 写▼
`■ =WE囚 噂 ,1[=I▼

"■ =■ ■ 〓氣:鶏 IIち

学資貴用保険金額票5

疾病学資費用保険金額瀬5

295.6万円

3,000円

1,000円

1億円

3・000円

1,000円

100万円

120万円

120万円

289。 1万円

3,000円

1,000円

1は円

3,000円

1,000円

100万円

120万円

284.6万円

3.000円

1,000円

1ほ円

3,000円

1,000円

100万円

120万円

120万円

30万円

500万円

299,7万円

3.000円

1,000円

1億円

3,000円

1,000円

100万円

120万円

30万円

500万円

(

●
　
０
●
０
●

下記来7今照)

学生・生徒の方が職業に就かれている場合(アルバイトを除きます。)は、保険料
1受保険会社までお問い合わせください。

)レ ス がセットされます。

※1後遺障害保険金lよ、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%～4%をお支払いします。
※2手術を受けた場合は手術保険金(入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍)を

お支払いします。疾病手術の場合は疾病入院保険金日額を基準とします。
X3手術を受けた場合は疾病手術保険金(入院中に受けた手術の場合は疾病入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は疾病入院保険金日額

の5倍)、 放射線治療を受けた場合は放射線治療保険金(疾病入院保険金日額の10倍 )をお支宇ムいします。
※4疾病保険金を補償するセッHこは、保険始期時点で満1才以上満29才以下の方のみ加入て◆きます。
※5支払対象期間は2026年4月 1日までとなります。
※6察・下宿生・一人れ し(借家にお住まい)の方のみ加入て・きます。
※7生活用動産保険金の免資金額は、1回の事故につき、盗難の場合3万円、火災・落雷・破裂・爆発の場釦 円、その他の場合1万円となります。

4



旧 !庶R種リカβ言 ▼■ デエ叫 巾 肛 ■

酌 輔 硝 即 世 理 燕 躙 中 瀬 デ氏1:酬 Ⅲ
・

議 ●イ ▼L′二聰 韓 坤

※印を付した用躇について1表 14ページ～15ベージの「用B吾のご脱朋JをL載くださしヽ (各欄の初円時のみ※印を付しています。)

0すべてのご契約に『条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約Jが自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変
乱※、暴動Jについては、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主携・主張を有する団体・個
人またはこれと連帯するものがその主携・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じてこ旋 し、お支払いしま

す。また、館(はり)・ 灸(きゅう>マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

よるケガ※のため、事
故の発生の日からそ
の日を含めて180日
以内に死亡された場
合

保険期間中の事故
によるケガ※のた

め、事故の発生の日

からその日を含めて
180日 以内に後遺

障害※が発生した場

合

(注 1)死亡保険金受取人(定めなかつた場合は被保険
者の法定相続人)にお支払いします。

(注 2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、
死亡。後遺障害保険金額から既にお支払いした
後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払い
します。
保険期間が1年を超える保険契約においては、そ
の事故の発生した保険年度※と同一の保険年度
に発生した事故:こよるケガ※に対して既にお支払
いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺

険金額から既にお支払いした後遺障害保
しヽます。

×

(注 1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた
保険金支払割合で、後退障害保険金をお支払い
します。

(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含め
て180日 を超えてなお治療※を要する状態に
ある場合は、引受保険会社は、事故の発生の
日からその日を含めて181日 目における医師※
の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、
後遺障害保険金をお支払いします。

(注3)同 一の部位に後遺障害を加重された場合は、既
にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控
除して、保険金をお支払いします。

(注4)既にお支払いした後遺障害保険金力くある場合は、
死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした
後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度とな
ります。また、保険期間を通じてお支払いする後
退障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限
度となります。
保険期間が1年を超える保険契約においては、そ
の事故の発生した保険年度※と同一の保険年度
に発生した事故によるケガ※に対して既にお支払
いした後退障害保険金がある場合は、死亡・後遺
障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保
険金の額を差し引いた額が限度となります。また、
それぞれの保険年度ごとにお支払いする後遺障
害保険金は、死亡。後遺障害保険金額が限度と
なります。

を受け
取るべき方の故意または重大な過失
によるケガ※

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為
によるケガ

0自 動車等※の無資格運転、酒気帯
び運転※または麻薬等を使用しての
運転中のケガ

0脳疾患、病気または心神喪失による
ケガ

●疑娠、出産、早産または流産によるケ
ガ

●引受保険会社が保険金を支払うべき
ケガの治療※以外の外科的手術その
他の医療処置によるケガ

●戦争、その他の変乱※、暴動によるケ
ガ(テロ行為によるケガは、条件付戦
争危険等免責に関する一部修正特
約により、保険金の支払対象となりま
す。)

0核燃料物質等の放射性・爆発性等に
よるケガ

●原因がいかなるときでも、顕(けい)部
症候群※、腰痛その他の症状を訴え
ている場合に、それを裏付けるに足り
る医学的他覚所見のないもの※

●入浴中の溺水※(ただし、引受保険
会社が保険金を支払うべきケガによ
つて発生した場合には、保険金をお
支払いします。)

0原因がいかなるときでも、誤瞭 (え
ん)※:こよつて発生した肺炎

●別記の「補償対象外となる運動等」を
行つている間のケガ

●乗用具※を用いて競技等※をしてい
る間のケガ

など

死亡
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入
院
保
険
金

O

l入院保険金日錮 Xl入院※した日錮

(注 1)事故の発生の日からその日を含
めて180日を経過した後の入院
に対しては保険金をお支払いしま
せん。

(注2)入院保険金をお支払いする期間

中にさらに入院保険金の「保険金

をお支払いする場合Jに該当する

ケガ※を被つた場合は、入院保険

金を重ねてはお支払いしません。

手
術
保
険
金

O

O O

保険期間中の事故によるケガ※

のため、入院※された場合

保険期間中の事故によるケガ※

の治療※のため、事故の発生の

日からその日を含めて180日以

内に手術※を郵すられた場合
②①以外の手術の場合

仄院保険金日錮 × 回
(注 )1事故に基づくケガ※について、1回

の手術に限ります。また、1事故に基
づくケガについて①および②の手術
を受けた場合は、①の算式によりま
す。

×

ユ除 盟 RR山お 童 拍

傷
書
保
険
金
（儡
害
条
項
）

通
院
保
険
金

O O

(前ページの傷害保険金の「保険金をお支払
いしない主な場合Jのとおり。)

のため、通院※された場合

(注)通院されない場合で、骨

折、脱日、靭(じ ん)帯損

傷等のケガを被つた所定
の部位※を固定するため

に医師※の指示によリギプ

ス等※を常時装着したとき

は、その日数について通院
したものとみなします。

X

(注 1)事故の発生の日からその日を含め

て180日を経過した後の通院に対

しては保険金をお支払いしません。

また、お支払いする日敬rよ90日が

限度となります。

(注2)入院保険金をお支払いする期間

中に通院された場合は、通院保

険金をお支払いしません。

(注3)通院保険金をお支払いする期間

中にさらに通院保険金の「保険金

をお支払いする場合Jに該当する

ケガ※を被つた場合は、通院保険

しヽませ
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保険金の租頬

疾病入院

保険金

(疾病補償

鵠 絲
1保険金をお支払いする場合

保険期間の開始後(*)に 発
病※した病気※のため、保険
期間中に、入院※された場合
(以下、この状態を「疾病入院」
といいます。)

(*)病 気を補償する加入タイ
プに継続加入された場合
は、継続加入してきた最
初のご契約の保険期間の
開始後とします。

○  ○

保険金のお支払観

(注 1)疾病入院の日数には以下の日数
を含みません。
疾病 入院された日からその
日を含めて支払対象期間※
(180日 )が満了した日の翌日
以降の疾病入院の日数

引回の疾病入院※について、
疾病入院保険金を支払うべき
日数の合計が支払限度日数※
(180日 )に 到達した日の翌日
以降の疾病入院の国数

(注 2)疾病入院保険金をお支払いする
期間中にさらに疾病入院保険金
の「保険金をお支払いする場合」
に該当する病気※を発病※され
た場合は、疾病入院保険金を重
ねてはお支払いしません。

1回の手術※について、次の額をお支払
いします。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者または保険金
を受け取るべき方の故意または重大
な過失による病気※

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為
による病気

●精神障害(*1)およびそれによる病
気

0戦争、その他の変乱※、暴動による
病気(テロ行為による病気は、条件付
戦争危険等免責に関する一部修正
特約により、保険金の支払対象となり
ます。)

0核燃料物質等の放射性・爆発性等に
よる病気

0妊 娠または出産 (「 療養の給付」
等(*2)の 対象となるぺき期間につ
いては、保険金をお支払いします。)

0原因がいかなるときでも、顕(けい)部
症候群※、腰痛その他の症状を訴え
ている場合に、それを裏付けるに足り
る医学的他党所見のないもの※

など
(注 )保険期間の開始時(*3)より前に

発病※した病気(*4)に ついては、
保険金をお支払いしません。ただ
し、病気を補償する加入タイプに継
続加入された場合で、病気を発病
した時が、その病気による入院※を
開始された日(*5)からご加入の
継続する期間を遡及して1年 (保険
期間が1年を超えるご契約の場合
は2年となります。)以前であるとき
は、保険金をお支払いします。

(*1)「 精神障害」とは、平成6年 10月
12日 総務庁告示第75号 に定
められた分類項目中の分類コー
ドFOOからF99に 規定されたもの
とし、分類項目の内容については、
厚生労働省大臣官房統計情報
部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要ICD-10(2003年
版)準拠」によります。
<お支払い対象外となる精神障
害の例>
認知症、アルコール依存、薬物
依存、統合失調症、気分障害、
人格障害、知的障害 など

(*2)公 的医療保険を定める法令に規
定された『療養の給付Jに要する
費用ならびに「療養費J、「家族療
養費Jおよび「保険外併用療養
費」をいいます。

(*3)病気を補償するセッHこ継続加入
された場合は、継続してきた最初
のご契約の保険期間の開始時を
いいます。

(*4)疾病入院の原因となつた病気と
医学上因果関係がある病気※を
含みます。

(*5)疾病入院保険金の支払いを伴わ
ない疾病手術保険金または放射
線治療保険金の場合は、それぞ
れ「手術の開始時 J、

「放射線治
療の開始時」に疾病入院が開始
したものとみなします。

×

疾
病
保
険
金

疾病手術

保険金

(疾病補償
邁巨君憩旧門陶)

阻 ☆)掘

放射線治療

保険金

(疾病補償

鉢 率等増Mj)

M☆ )掘

○  ○

○  ○

①疾病入院保険金をお支払
いする場合で、その病気※
の治療※のために疾病入院
保険金の支払対象期間※
(180日 )中 に手術※を受
けられたとき。

②保険期間の開始後 (*)1こ
発病※した病気の治療のた
めに、保険期間中に手術を
受けられた場合

(*)病気を補償する加入タイ
プに継続加入された場合
は、継続加入してきた最
初のご契約の保険期間の
開始後とします。

①疾病入院保険金をお支払
いする場合で、その病気※
の治療Xのために疾病入院
保険金の支払対象期間※
(180日 )中 に放射線治療
※を受けられたとき。

②保険期間の開始後 (*)に
発病※した病気の治療のた
めに、保険期間中に放射線
治療を受けられた場合

(*)病 気を補償する加入タイ
プに継続加入された場合
は、継続加入してきた最
初のご契約の保険期間の
開始後とします。

①入院※中に受けた手術の場合
疾病入院保険金日額 × 囮

②①以外の手術の場合
l疾病入院保険金口制 × 固

(注 )次に該当する場合のお支払方法は
下記のとおりとなります。
①同一の日に複数回の手術を受け

た場合
疾病手術保険金の額の高いい
ずれか1つの手術についてのみ
保険金をお支払いします。

②l回の手術を2日 以上にわたって
受けた場合
その手術の開始国についてのみ
手術を受けたものとします。

③医科診療報酬点数表に手術料
が1日 につき算定されるものとし
て定められている手術に該当す
る場合
その手術の開始日についてのみ
手術を受けたものとします。

④医科診療報酬点数表において、
一連の治療※過程で複数回実
施しても手術料が1回のみ算定
されるものとして定められている
区分番号に該当する手術につい
て、被保険者が同一の区分番号
に該当する手術を複数回受けた
場合
その手術に対して疾病手術保険
金が支払われることとなった直前
の手術を受けた日からその日を
含めて14日 以内に受けた手術
に対しては、保険金をお支払いし
ません。

1回の放射線治療※について、次の額を
お支払いします。
疾病入院保険金日額 ×□

(注 1)同 一の日に複数回の放射線治療
を受けた場合は、いずれか1つの
放射線治療についてのみ保険金
をお支払いします。

(注 2)放射線治療保険金を支払うべき
放射線治療を複数回受けた場合
は、放射線治療保険金が支払わ
れることとなった直前の放射線治
療を受けた日からその国を含めて
60日 以内に受けた放射線治療に
ついては、保険金をお支払いしま
せん。

7

の 日 !



疾
病
保
険
金

疾病通院

保険金

(疾病補償

基本特約)

陳 ☆)掘

O

O

育
薬
費
用
保
険
金
（育
英
費
用
条
項
）

O

疾病入院保険金をお支払いす
る疾病入院が終了し、退院し

た後、その疾病入院の原因と

なつた病気※と同一の病気に

より通院※された場合(以下、
この状態を「疾病通院Jといい

ます。)

扶養者※が、保険期間中の事

故:こよるケガ※のため、事故の

発生の日からその日を含めて
180日 以内に死亡されたり、

重度後遺障害※の状態になら

れた場合

際病通院保険金日錮 ×際病通院の日期

(注 1)疾病通院の口数には以下の日数を含
みません。
・疾病入院の終了した日の翌日から起

算して支払対象期間※(180日 )が

満了した日の翌日以降の疾病通院の

日数。なお、疾病入院保険金の支払

対象期間(180日 )内に疾病入院が

終了していない場合に1よ 、疾病入院
の終了した日または疾病入院保険金
の支払対象期間が満了した日の翌日

から起算して180日 を経過した日の

いずれか早い日が疾病入院の終了し

た日となります。
・1回の疾病入院※について、疾病通

院保険金を支払うべき日数の合計が

支払限度日数※(30日 )に到違した

日の翌日以降の疾病通院の日数

(注 2)疾病入院保険金をお支払いする期間

中に疾病通院された場合は、疾病通

院保険金をお支払いしません。

(注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中
にさらに疾病通院保険金の「保険金をお

支払いする場合」に該当する病気※を

発病※した場合は、疾病通院保険金を

重ねてはお支払いしません。

(注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を

含めて180日 を経過する日までに、そ
の疾病入院の原因となつた病気(これと

医学生因果関係がある病気※を含み

ます。)によつて再度疾病入院に該当し

た場合で、前の疾病入院の終了後、後
の疾病入院が開始するまでの期間中に

疾病通院されたときは、その日数を疾

病通院の日数に含めて疾病通院保険

金をお支払いします。

(注 1)育英費用を補償する保険を複数(引受

保険会社、他の保険会社を問いませ

ん。)ご契約の場合、育英費用保険金
のお支払額は単純に合算されず、最も

高い保険金額が限度となります。

(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保

険種類の特約や引受保険会社以外の

保険契約を含みます。)が他にある場

合、補償の重複が生じることがありま

す。補償内容の差異や保険金額、加

入の要否をご確認いただいたうえでご

加入ください。

O

8

(前ページの疾病保険金の「保険金を

お支払いしない主な場合Jのとおり。)

●保険契約者、彼保険者、扶養者※

または保険金を受け取るべき方
の故意または重大な過失によるケ
ガ※

0闘争行為、自殺行為または犯罪行

為によるケガ

0自動車等※の無資格運転、酒気

帯び運転※または麻薬等を使用し

ての運転中のケガ

0脳疾患、病気または心神喪失によ

るケガ

●妊娠、出産、早度または流産によ

るケガ

●引受保険会社が保険金を支払う
べきケガの治療※以外の外科的

手術その他の医療処置によるケガ

0戦争、その他の変乱※、暴動によ

るケガ(テロ行為によるケガは、条

件付戦争危険等免責に関する一

部修正特約により、保険金の支払

対象となります。)

●核燃料物質等の放射性・爆発性

等によるケガ

●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ

偶然な外来の事故によつて被つた

ケガによつて発生した場合を除きま

す。)

0原因がいかなるときでも、涙味(え

ん)※によつて発生した肺炎
など



賠
償
責
任
保
険
金
（賠
償
責
任
祭
項
×
賠
償
責
任
条
項
の
一
部
査
更
に
関
す
る
特
約
セ
ッ
ト
）

Ｏ
（②
を
除
く
）

O

次のいずれかの事由により、法律上の根

害賠償責任を負われた場合

①保険期間中の次のア。またはイ.の偶

然な事故により、他人の生命または身

体を害したり、他人の物(*1)を壊し

たりしたこと。

②日本国内において保険期間中の次の
ア.またはイ.の偶然な事故により、誤
つて線路へ立入つてしまつたこと等が

原因で電車等(*2)を運行不能(*3)
にさせたこと。

③補償対象受託物(*4)の損壊、紛失ま
たは盗難(*5X住宅(*6)内保管中 i

または一時的に住宅(*6)外で管理し,
ている間に限ります。)

ア.住宅(*7)の所有、使用また

は管理に起因する偶然な事故

イ.被保険者の日常生活に起因す

る偶然な事故

(*1)情報機器等に記録された情報を含
みます。

(*2)電車、気動車、モノレール等の軌道

上を走行する陸上の乗用具をいい

ます。

(*3)正常な運行ができなくなることをい

います。ただし、運行することにつ

き、物理的な危険を伴うものをいい

ます。

(*4)「補償対象受託物Jとは、被保険者

が他人 (レ ンタル業者を含みま

す。)から預かつた財物をいいま |

す。ただし、別記の「補償対象外とI
なる主な『受託物』Jを除きます。

(*5)上記③に掲げる事由に対して保険

金を支払うのは、絞保険者が、補
|

償対象受託物(*4)に つき正当な

権利を有する者に対して損害賠償

責任を負担することによつて被つた I

損害lこ限ります。

(*6)被保険者の居住の用に供される住

宅をいい、数地を含みます。

(*7)本人の居住の用に供される住宅を |
いい、数地内の動産および不動産 |
を含みます。

(注)被保険者の範囲は、次のとおりです。

なお、ア.からオ.までの方が責任無

能力者である場合は、親権者。法定

監督残務者・監督税務者に代わって

責任無能力者を監督する方(責任無

能力者の6親等内の血族、配儡者※

および3親等内の姻族に限ります。)

を被保険者とします。

ア.本人、イ.親権者およびその他

の法定の監督税務者、ウ.配偶者、
工。本人・親権者・配儡者と同居の本

人・配偶者の親族(6親等内の血族

および3親等内の姻族)、 オ.本人・

親権者・配偶者と別居の本人・配偶

者の未婚の子

+

(注 1)1回の事故につき、賠償責任

保険金額が限度となります。
ただし、情報機器等に記録さ

れた情報のみの事故につい

ては、1回の事故につき、記

録情報限度額(500万円)ま

たは賠償責任保険金額のい

ずれか低い額が限度となりま

す。

(注 2)損害賠償金額等の決定につ

いては、あらかじめ引受保険

会社の承認を必要とします。

(注 3)上記算式により計算した額と

は別に、損害の発生または拡

大を防止するために必要また

は有益であつた費用、示談交

渉費用、争訟費用等をお支

払いします。

(注4)日本国内において発生した左

記「保険金をお支払いする場

合」①および②の事故につい

ては、枚保険者のお申出によ

り、示談交渉をお引受しま

す。ただし、損害賠償請求権

者が同意されない場合、被保

険者が負担する法律上の損

害賠償責任の額が賠償責任

保険金額を明らかに超える場

合、正当な理由なく絞保険者

が協力を拒んだ場合、損害

賠償請求に関する訴訟が日

本国外の裁判所に提起され

た場合には示談交渉を行うこ

とができませんのでご注意くだ

さい。

(注5)補償内容が同様の保険契約

(異なる保険種類の特約や引

受保険会社以外の保険契約

を含みます。)が他にある場

合、補償の重複が生じること

があります。補償内容の差異

や保険金額、加入の要否を
ご確認いただいたうえでご加

入ください。

●保険契約者、彼保険者またはこれらの方

の法定代理人の憩菌による損害   十

0被保険者の職務遂行(アルバイトおよび |

インターンシップを除きます。)に直接起

因する損害賠償責任(仕事上の損害賠 |

償責任)       |
0被保険者の使用人(家事使用人を除き |

ます。)が業務従事中に被った身体の障 |

留こ起因する損害賠償責任     |
0第二者との損害鮎嶺にBける絢潮こよつ

て加重された損害賠償責任     |
0被保険者と同居する親族※に対する損 |

害賠償責任            |
0他人から御 たり預かつたりした物を壊し

たことによる損害賠償責任(「保険金をお

支宇ムいする場合」a創こよる損害賠償責 |
佃こは適用しません。)

0心神喪匁こ起因する損害賠償責任

0彼保険者または被保険者の指図による |

暴行、殴打による損害賠償責任    I
O自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内に

おけるゴルフカートを,余きます。)、 ,占`白白、 |

航空機 釧鐵k贈務のために使用する動

鐘鷹色亀阻
用または管

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為に

よる補償対象受託物の損害

0自動車等の無誨閣国底 涸鈍鱒

または麻薬等を使用しての運転中の事

I胡 こよる補償対象受託物の損害
10公

権力の行使(差し押え・没収・破踏 )

による補償対象受託物の損害

0補償対象受託勧に発生した自然発火ま

たは自然爆発

●偶然な外来の事故に直接起因しない補

1 償対象受託物の電気的事故・機械的事
1 故(報等)lこよる損害

0自然の消耗、劣化、性質による変色・さ

び・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・

自然発熱、ねずみ会い、虫食い、欠陥等Iに
よる補償対象受託物の損害

―●風、雨、雪、雹(ひよう)、 砂塵(じん)その
1 

粧 れらに類するものの吹込みや漏入に

よる補償対象受託物の損害

0引き波し後に発見された補償対象受託

1 物の損館による損害賠償責任

10補償対象受託物を使用不能こしたこと:こIよ
る損害賠償責任(収益減少等)

0通常必要とされる取猟 上ヽの注意lこ著し

| く反したことまたは本来の用途以外に補

償対象受託物を使用したこと:こ起因する

損害賠償責任

●戦争、その他の変乱※、醐 こよる損害

10地震もしくlよ噴火またはこ協 を原因とす

0黙 潔 陥 射修 爆発性搬

る損害賠償責任

0別記の「補償対象外となる主な『受託

1 物』Jの損害

|                   など

枚保険者が

損害賠償請求権者に対して負
担する法律上の損害賠償責任
の額

た訴訟費用または判決日
判決により

彼保険者が損害賠償請求

権者に対して損害賠償金

を支払つたことにより代位

取得するものがある場合
は、その価額

免資金額※(0円 )
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|

学資費用保険金
(学集費用補償
特的)

疾病学費費用
保険金

(疾崩による学
集費用補償特

約)

(保険期間開始

前の発れの取

扱いの変更に

関する特約
(族病による
学集費用補償
特約用)セッ
ト)

O

O

O

扶養者※が、保険期間中の事

故によるケガXのため、事故の

発生の日からその日を含めて

180日 以内に死亡されたり、

重度後遺障害※の状態になら

れた場合

扶養者※が、保険期間の開始

後(*)に発病※した病気※の

ため、保険期間中に死亡され

た場合

(*)この特約をセットした加入

タイプに継続加入された

場合は、継統加入してき

た最初のご契約の保険期

間の開始後とします。

○

叡保険者が負担された学賛費用※の
実額

(注 1)学業費用支払対象期間※中に発

生した学資費用に限ります。

(注2)保険金のお支払額は、支払年度※
ごとに、学資費用保険金額が限度と

なります。

(注 3)補償内容が同様の保険契約(異な

る保険種類の特約や引受保険会

社以外の保険契約を含みます。)

が他にある場合、補償の重複が生

じることがあります。補償内容の差

異や保険金額、加入の要否をご確

認いただいたうえて 加入ください。

叡保険者が負担された字質賃月※の
実績

(注 1)学業費用支払対象期間※中に発

生した学資費用に限ります。

(注 2)保険金のお支払額は、支払年度※
ごとに、疾病学資費用保険金額が限

度となります。

(注 3)補償内容が同様の保険契約(異な

る保険種類の特約や引受保険会

社以外の保険契約を含みます。)

が他にある場合、補償の重複が生

じることがあります。補償内容の差

異や保険金額、加入の要否をご確

認いただいたうえてご加入ください。
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●保険契約者、被保険者、扶養者※または

保険金を受け取るべき方の故意または

韓 限 球 るケ療

●闘摩行な 自殺行維 たは犯罪行潮こよ

るケガ

0自動車等※の無資路起瞳註酒気帯び運

転※または麻薬等を使用しての運転中

のケガ

●脳族患、病気または心増磯狭Jこよるケガ

0燿栃磁出産、早産または流産によるケガ

●引受保険会社が保険金を支払うべきケ

ガの治療※以外の外科的手術その他の

医療夕と日こよるケガ

0戦守手、その他の変乱※、暴珈こよるケガ

(テロ行為によるケガは、条件付戦争危

険等免賞に関する一部修正特的により、

保険金の支払対象望則ます。)

0棚騰 脇 臨 約 勝 姓・観暁性嘲球 る

ケガ

●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然

な外来の事故によつて被つたケガlこよつ

て発注した堀冶を『宗きます。)

0原因れ かヽなるときて◆も、誤味(えん)※

によって発生t掴肺炎

●扶養者が「保険金をお支|ムいする場合J

に該当された側寺1こ、被保険者を扶養され

ていない始

など

0保険契約者、被保険者、扶養者※また

は保険金を受け取るべき方の故意また

は曲 過角こよる病気

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為に

よる病気

●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナ

ー等の使用によつて発病した病気

0妊鼠 出嵐 早産または流自こよる病気

0扶養者が「保険金をお支払いする場合」
に該当した日寺に、彼保険者を扶養されて

いない場合

0学業費用補償特約で保険金をお支宇ムい

すべきケガ※による病気

など

(注)保険期間の開始時(*1)より前に発

病※した病気(*2】こついては、保険
|

金をお支宇ムいしません。
ただし、この特約をセットした加入タイ

プに継続加入される場合で、病気を

発病した時が、その病気により死亡さ

れた日からご加入の継続する期間を

遡及して1年(保険期間が1年を超え

るセットの場合は2年となります。)以

前であるときは、保険金をお支払いし

ます。

(*1)この特約をセットしたご契約に継続

加入された場合よ、継続カロ入してき

た最初のご契約の保険期間の開始

時をいいます。

(*2)その病気と医学上因果関係がある

病気※を含みます。



]

XO

☆
寮
・下
宿
生
二

人
暮
ら
し
（借
憲
に
お
住
ま
い
）の
方
の
み
セ
ッ
ト
で
き
ま
す
。

（生
活
用
動
産
補
償
（実
損
補
償
型
）特
的
）
（新
価
保
険
特
約
（生
活
用
動
産
補
償
特
約
用
）セ
ッ
ト
）

生
活
用
動
産
保
険
金

保険期間中の日本国内
における偶然な事故(盗
難・破損・火災など)によ
り、被保険者が所有する
生活用動産(*)に損害
が生じた場合
(*)「 生活用動産Jとは、

生活の用に供する
家具、什 (じ ゅう)

顔署の叡

(再開違価額※によつて定めます。)

免資金額※(1回の事故につき、
盗難の場合3万 円、火災・落雷・

破裂・爆発の場合O円、その他の
場合1万円)

ることがあります。補償内容の差異
や保険金額、加入の要否をご確認
いただいたうえて。ヒ

~加
入ください。

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取
るべき方の故意または重大な過失による損害

0生活用動産の使用・管理を委託された方または
被保険者と同居する親族※の故意による損害

0生活用動産の自然の消耗、劣化、性質による
変色・さび,かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発
酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等に
よる損害

0公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による
損害

0生活用動産に対する修理、調整の作業(点検
または試運転を伴う場合には、これらを含みま
す。)上の過失または技術の拙劣によつて発生
した損害。ただし、火災がこれらの事由によつて
発生した場合は、その火災によつて生じた損害
については、保険金を支払います。

●偶然な外来の事故に直接起因しない生活用
動産の電気的事故・機械的事故(故障等】こよ
る損害。ただし、これらの事由:こよって発生した
火災による損害を除きます。

●詐欺または横領によって生活用動産に発生じ
た損害

0生活用動産の置き忘れまたは紛失による損害
0台風、暴風雨、洪水等の風水災による損害

(火災による損害を除きます。)

0生活用動産の平常の使用または管理において
通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ
落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の
損傷または汚損であつて、生活用動産が有す
る機能の喪失または低下を伴わない損害

●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ

行為:こよる損害は、条件付戦争危険等免責に
関する一部修正特約により、保険金の支払対
象となります。)

0地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津
波:こよる損害

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●別記の「補償対象外となる主な『生活用動

産』」の損害
など

社以外の保険契約を含みます。)

が他にある場合、補償の重複が生じ
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保険期間中に、日本国内において、借

用住宅(*1)が被保険者の責任によ

る事故により損壊 (*2)し 、被保険

者(*3)が貸主に対する法律上の

損害賠償責任を負われた場合

(*1)「借用住宅Jとは、被保険者が

借用または使用する被保険者

住所の建物または住戸室をい

い、転居した場合は転居先の

建物または住戸室をいいます。

(*2)「損壊Jとは、減失、破損または

汚損をいいます。ただし、減失
には盗難、紛失または詐取を

含みません。

(*3)借用住宅の貿借名携人が牧保

険者と異なる場合には、その賃

借名携人を含みます。なお、こ

れらの方が責任無能力者であ

る場合は、親権者・法定監督携

務者。監督税務者に代わつて

責任無能力者を監督する方

(責任無能力者の6親等内の

血族、配偶者※および3親等
内の姻族に限ります。)を彼保

険者とします。

被保険者が

損害賠償語求権者に対して負担す

る法律上の損害賠償責任の額

判決:こより支払を命ぜられた

訴訟費用または判決日までの

遅延損害金

被保険者が損害賠償請求権

者に対して損害賠償金を支払

つたことにより代位取得するもの

がある場合は、その価額

免資金額※(0日 )

(注 1)1回の事故につき、借家人賠償貴

任保険金額が限度となります。

(注2)損害賠償金額等の決定について

は、あらかじめ引受保険会社の承

認を必要とします。

(注3)上記算式により計算した額とは別
に、損害の発生または拡大を防止

するために必要または有益であっ

た費用、示談交渉費用、争訟費

用等をお支払いします。

(注4)補償内容が同様の保険契約(異

なる保険種類の特約や引受保険

会社以外の保険契約を含みま

す。)が他にある場合、補償の重

複が生じることがあります。補償内

容の差異や保険金額、加入の要

否をご磁:ユいただいたうえでご加

入く遺さい。

0保険契約者、彼保険者宙たはこ紡 の

方の′魂 ―
の故鰍 る損害

●被保険者の心神喪失または指図に起

因する損害賠償責任

●借用住宅の改築、増築、取りこわし等
の工導による損害

●被保険者と貸主との損害賠償に関す
る特別な約定によつて加重された損

害賠償責任

●賞主に借用住宅を引き渡した後に発

雛 れた損Hこよる損害賠償責任

●酪 、その他の変乱※、暴朝こよる損

害

0地震もしくlよ噴火またはこれらを原因と

する潮脚こよる損害

0核燃料物賞等の放射性・爆発性等に

よる損害

●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質
による変色。さび。かび・腐敗・ひび割

れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ

餌 、ヽ虫会い、欠陥嘲こよる損害

0借用住宅の平常の使用または管理に

おいて通常発生し得るすり傷、かき

傷、盗月軒のはがれ落あ、ゆがみ、たわ

み、へこみその他外観上の損傷また

は汚損であつて、借用住宅が有する機

能の喪失または低下を伴わない損害

など
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補償対象外となる週励等

山岳登はん(*1)、 リュージュ、ボプスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)
格乗、ジャイロプレーン搭乗                                    その他これら1こ類する危険な運動

(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であ

るボルタ与)ングは含みません。)をいいます。

(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。

(*3)触務として操縦する場合は含みません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウル膨 ライト機等をいい、′ラブレーン等のパラシュート型超軽量動力樹よ含みません。

補償対象外となる主なr受託物J

通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、 設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨童(とう)、 彫刻、美術

品、自動車(被牽(けん)引 車を含みます。)。 原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、水上′▼ク、ボートおよびカヌーを含みます。)・ 航空

機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行つている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建

物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理合、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、 門、塀・垣、物置、車庫その

他の付属建物                                                     など

補償対象外となる主な『生活用励山

(1)親族※が居住する建物内に所在する被保険者の生活用動産(例 :被保険者である下宿生のご実 る被保険者の生活用動産等 )。

ただし、賃貸借契約を締結して被保険者が単独で居住している建物の戸室内の生活用動産(例 :被保険者である下宿生が居住している下

宿の建物の戸室内の生活用動産等)については、補償の対象となります。

(2)通貨、有価証券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、 印紙、切手、定期券、クレジットカード、ローンカード、

プリペイドカード、電子マネー、クーポン券、航空券、パスポート、稿本(本などの原稿)・ 設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含

みます。)・ 帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これら1こ 類するもの(印 章は補償の対象となります。)、 貴金属、

宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、 彫刻物、眼鏡、コンタクトレンズ、携歯、碗肢、ハンググライダー、ウインドサーフィン、バラセール、アクアラン

グ、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)。 自動車等※およびこれらの付属品、動物、植物、テープ・カー

ド・ディスク・ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ(市販されてないものをいいます。)      など

天災危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金、育英費用保

険金、学業費用補償特約の規定による学資費用保険金をお支払いします。

細菌性食中毒およびウイルス性食中毒

補償特約
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をケガ※に合め、保険金をお支払いします。

熱中症危険補償特約 日射または熱射による身体の障害の場合も、傷害保険金をお支払いします。

◆前記以外の主な特的について

(☆)疾病入院保険金、疾病手術保険金、放射線治療保険金、疾病通院保険金

【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】

病気※を補償する加入タイプlこ継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*1)の原因となった病気(*2)を発病※した時がこの保

険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。

① 病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額

② この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*2)を発病した時が、その病気による入院(*1)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年 (保険期

間が1年を超えるご契約の場合は2年となります。)以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。

(*1)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放

射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*2)疾病入院(*1)の原因となつた病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
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::酔阪 噂 測 :

たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。

査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明すること力くて◆きないものをいいます。

被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。

日の翌日からその日を含めて180日を経過する日まて可こ、その疾病入院の原因となつた病気(これと

医学上因果関係がある病気※を含みます。)によつて再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾

病入院を合わせてrl回の疾病入院」として取扱います。

いヽ 、 を異にする場合であつてもこれを同医学生重要な関係にある

て し 神経学的検査、臨床検査、

医学生因果関係があ

る病気

医師

いもの
医 見 の

学

問

象期 日の翌日から、加入者証等記載の学業費用補償特約の終期まて◆の期間をいい

ます。

在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる授業料、施設設備費、実験。実習

費、体育費、施設設備管理費等をいいます。

ギプス等

競技等

いわゆる

ケガを被つた所定の部

位

ケガ

誤味(えん)

ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学
上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頚(けい)椎カラ

ー、厚紙副子、ニープレース等は含まれません。)をいいます。

競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを合みま

す。
(*)いずれもそのための練習を含みます。

をいし

急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被つた傷害をいいます。
「急激Jとは、「事故が突発的で、傷書発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然Jとは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、枚保険者のな思に基づかな

いことJを意味します。
「外来Jとは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用で

ないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物資を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生

ずる中毒症状(*1)を含み、次のいずれかに該当するものを合みません。(*2)
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*1)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。

(*2)本契約:こは「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約Jがセットされています(13ページ参照)

次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、椀骨、尺骨、大腿骨、胆骨および隣骨をいいます。以下同様とします。)または書柱
。長管骨に接続する上肢または下肢の3大閲節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。

ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。 ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。

てヽ

も回復できない機能の重大な障害に至つたものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、彼保険者または扶養

者が症状を訴えている場合であつても、それを裏付けるに足りる

食物、吐物、唾液等が誤つて気管内に入ることをいいます。
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用脳

再調達価額

自動車等

支払限度日数

支払対象期間

支払年度

重度後遺障害

酒気帯び運転

手術

乗用具

親族

先進医療

その他の変乱

配偶者

発病

病 気

扶養者

放射線治療

保険年度

説明

損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得す

るのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合が

あります。

自動車または原動機付自転車をいいます。

支払対象期間※内において、疾病入院保険金および疾病通院保険金の支払いの限度となる日数をいい、それぞ

れについて、加入者証等記載の期間または日数とします。

疾病入院保険金および疾病通院保険金の支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の

期間または日数をいいます。なお、「疾病入院」が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間

をいいます。

初年度については、支払対象期間開始日(*1)から1年以内に到来する支払対象期間終了日(*2)の応当日ま

でをいいます。次年度以降については、支払対象期間終了日(*2)の応当日から1年間をいいます。

(*1)扶 養者※が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。

(*2)加 入者証等記戦の学業費用補償特約の支払対象期間終了日をいいます。

後遺障害※のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になつた場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介

護を要する場合等をいいます。

道路交通法第65条 (酒気帯び運転等の禁止)第 1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをい

います。

次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。

ただし、創傷処理、皮膚切開術、デプリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術

および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科

診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。

(*2)②の診療行為は、治療Xを直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等
の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身

的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、 ゴーカート、スノーモービル、その他これら1こ類するもの

をいいます。

6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。

手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別
に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所
において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等
は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。

外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら1こ類似の事変をいいます。

医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

病院もしぐよ診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診

察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同

月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライ

ン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。

水を吸引したことによる窒息をいいます。

自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをい

います。

婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 (内縁関係)にある方および、戸籍

上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことにより1よ じめて発見さ

れることをいいます。

(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。

被保険者が被つたケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被つたケガについては、病

気として取り扱います。

被保険者を扶養する方で、加入者証等に記載された方をいいます。

次のいずれんЧこ該当する診療行為をいいます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為

②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為

(注 )①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、

医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日まで順次1年間ずつ、第2保険年

度、第3保険年度…といいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、第1保険年度
については、始期日からその端日数期間、第2保険年度については、第1保険年度の末日の翌日から1年間とし、以

後同様とします。

支払保険金の計算にあたつて損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
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0この保険は学校法人桜美林学園が保険契約者となる団体契約です。

被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保

険会社に保険料を払い込まなかつた場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保

険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。

●お申込人となれる方は桜美林大学に在籍する学生の保護者の方に限ります。

0この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、桜美林大学に在籍する学生の方(入学等手続を終えた方を含みます。)です。

0この保険の保険期間は令和8年4月 1日 までとなります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内

容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする

継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。その

ため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承くだ

さい。

●く経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
。引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れ

い金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入してい

ます。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。

保険金、解約返れい金筆よ90%まで補償されま丸 ただし、破綻前こ発生した事胡こよる保険釘よ1∞%補償されま丸

0お客さまのご加入内容が登録されることがあります。

損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、こ

れらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。

●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

く税法上の取扱い>(令和3年 11月 現在)

0お支払いいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高

40,000円まで、住民廟について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。

(注 1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特に、疾病補償基本特約付ではないセットの場合、保険料控除の

対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。

(注2)なお、この取扱しЧよ今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
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●保険金をお支払いする場合に敵当したときの引受保険会社へのご連倍(連絡先は24ページ参照)

保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳し

くご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日 以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げな

かつた場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被つた損害の額を差し引いて保険金をお支払いする
ことがあります。

●保険金のご腑求時にご提出いただく書類

被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社
が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの

O引受保険会社所定の保険金請求書      O公 の機関(やむを得ない場合は第二者)等の事故証明書

○引受保険会社所定の同意書         ○死亡診断書

○事故原因・損害状況に関する資料       ○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類

O引受保険会社所定の診断書         O他 から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類

○診療状況申告書

○枚保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等 )

○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類

事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。

0代理腑求人について

高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき枚保険

者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等 (以下「代理請求
人」といいます。詳細は(注 )をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い

合わせください。また、本肉容については、代理腑求人となられる方にもl魃 ずヽご説明ください。

(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」

②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」

③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、Cに該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」 または「上記②以外の3親等内の親族」

(*)法律上の配偶者に限ります。

●保険金支払いの履行期

引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日 以内に、保険金をお支払いするために必

要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合

は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。

(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引

受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助

法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険

金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け

取るべき方に通知します。

0法律上の賠償責任などを負担することによって被つた損害を補償する契約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険

会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保

険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。

く示談交渉サービス>
日本国内において発生した、賠償責任条項の対象となる賠償事故(受託物の敬損、紛失または盗取を除きます。)について被保険者のお

申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本

国内において発生した賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損

害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。

<示談交渉を行うことができない主な場合>
01回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任条項で定める保険金額を明らんWこ超える場合

○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合

○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合

○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
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ご加入手協書に限し、以下の事項を十分にご磁盟ください。

本確認事項は、万―の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまの

ご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させ

ていただくためのものです。

お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、バンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社ま

でお問い合わせください。

1.保険商品が以下の点でお客きまのご希望に合致した内容となつていることをパンフレット重要事項のご説明でご

確B]ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
ヽ

咀

●保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)

●保険金額(ご契約金額 )

。保険期間(保険のご契約期間)

。保険料・保険料払込方法

2.加入申込票への記載。記入の漏れ ,誤りがないかご確認ください。

以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。

内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。

記競日記入の漏れ日誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

このパンフレッHよ、学生。こども総合保険の概要を説明したものです。ご加入の内容は、こども総合保険普通保険約款および特約によって
定まります。詳細は、普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお
問い合わせください。

『

曽さまがご確認ください。

加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。

□  *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うこと

があります。

または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?

□蛤景輔鰐塩監(恐民Ⅷ 整逝望種試角里彗巽躍ポ;だ
いていますか?

加入申込票の「他の保険契約等J欄は正しくご記入されていますか?

*

要となります
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●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みい

ただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。

0この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特

約等によつて定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料

の領収・保険料領収証の発行。ご契約の管理などの業務を行つています。したがつて、代理店または社員と契約さ

れ有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

1.商品の仕組みおよび引受条件等

(1)商品の仕組み

この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によリケガをされた場合や病気になられた場合、被保険者の扶養者が事故によ

るケガで亡くなられたり重度後遺障害を負われた場合、および被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金を

お支払いします。
なお、枚保険者としてご加入いた旭する方、扶養者として指定て'きる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。

被保険者としてご加入いただける方
保険期間の末日において満22才以下の方または学校教育法に定める次の学校の学

生・生徒の方(入学等手続を終えた方を含みます。)に限ります。(*)

対象となる学校教育法に定める学校

①大学 ②大学院 ③短期大学 ④高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の

高等部 ⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程)③各種学校 ただし②、③に
ついては教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限りま
す。

扶養者として指定できる方

被保険者を扶養している方で、かつ、次に掲げる条件をすべて満たしている方とします。

①被保険者の親権者であること(被保険者が成年である場合を除きます。)

②被保険者と同居していること(下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理

由等で別居している場合を含みます。)

③被保険者の属する世帯の生計を維持していること

被保険者の

範囲

下記以外 加入申込票の被保険者氏名の欄に記載の方(本人)

賠償責任保険金

①本人、②親権者およびその他の法定監督義務者、③配偶者、④本人・親権者・配偶

者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、 ⑤本人・親

権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子。
なお、①から⑤までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督携務者・監

督携務者に代わつて責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配

偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力

者に関する事故に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいい

ます。住民票上は同居となつていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該
当しません。

借家人賠償責任

保険金

借用住宅の賃借名携人が本人以外の場合は、本人に加えてその賃借名機人を含みま

す。

なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者,法定監督義務者・監督携務

者に代わつて責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者お

よび3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関

する事故に限ります。

(*)1.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校等の各種大学校に在籍する学生・生徒の方

は対象となりません。
2,入学等手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を

完了した方をいいます。
3.保険始期時点で満1才未満または満30才以上の方は疾病補償基本特約をセットすることはできません。
4.自宅から通学している学生・生徒の方は、借家人賠償責任補償(オールリスク)特約および生活用動産補償(実損補償型)特約をセット

することはできません。

(2)補償内容

保険金をお支払いする場合は5ページ～15ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払領
5ページ～15ページをご参照ください。

②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)

5ページ～15ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載され

ております。
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(3)セットできる主な特約およびその概要

10ページ～15ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款。特約に基づきます。

(4)保険期間

この保険の保険期間は、令和4年 4月 1日 から令和8年4月 1日までです。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、

加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。

(5)引 受条件

●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加

入後にご連絡いただく事項)<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>」 (21ページ)をご参照ください。

●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、

4ページの保険金額桐および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令。年収などに照らして適正な金額となるよう1こ 設定してください。場合により、

お引受てきない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。

2.保険料

保険料は保険金額・保険期間。お仕事の内容等によつて決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、

加入申込票の保険料欄にてご確認ください。

3.保険料の払込方法について

表紙をご参照ください。

4.漑翔選れい金・翼前書配当金

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

5.解的題れい金の宥無

ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であつた期間の保険料を解約返れい金として返

還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくぺき保険料の払込状況により追加の保険料をご諦求する場合が

あります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。23ページの「注意喚起情

報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
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●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記

載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。

0この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款 ,特

約等によつて定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料

の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行つています。したがつて、代理店または社員と契約さ

れ有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

1.クーリングオフ離明書(ご翼的のお申込みの徹回等 )

この保険は学校法人桜美林学園が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。

2。 告知磯協・通知機構等

(1)告知穣務(ご加入時にお申出いただく事項)

■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知税務とは、ご加入時に告知
事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。

■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、
「※」印などの印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によつて告知がなかつた場合や告
知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いてきないことがあります。加入申込票の記載内容を
必ずご確認ください。

【告知事項】
●被保険者の「職業・職務」
0他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含み

ます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を合みます。

(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)

日ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店。扱者または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

【通知事項】

①職業・職務を変更した場合

②新たに職業に就いた場合

③職業をやめた場合

また、上記①または②のいずれ力Чこおいて、下記のくご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引

受保険会社からご契約を解除します。

<ご契約の引受範囲> 下記以外の職業

<ご契約の引受範囲外>

オートテスター(テストライダー)、 オート′▼競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪

選手)、 モーターボート(水上オート′▼を含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係

を含みます。)、 プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、 力士

その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引
受保険会社までご連絡ください。
また、次の①または②に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社ま
でご連絡ください。
①扶養の有無または扶養者の変更(育英費用を補償するセットの場合のみ)

②学校の種類の変更

(3)その他の注意事項
目同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことが
ある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を

含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について

保

険

金

受

取

人

死亡保険金 死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかつた場合には、

します。

(注 )死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署

名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意
のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。

また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名

などをいただきます。

ヽ

上記以外 普通保険約款・特約に定めております。
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■傷害条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれ力Wこ該当するときは、傷害条項の被保険者は保険契約

者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりませ

ん 。

①この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて、同意していなかったとき

②保険契約者または保険金を受け取るぺき方に、次のいずれ力Wこ該当する行為があつたとき
。引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそ

れがあること。

⑤②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき

⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて同意

した事情に著しい変更力`あつたとき

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の

提出が必要となります。

(*)保険契約

その枚保険者に係る部分に限ります。

■複数のご契約があるお客さまヘ

次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(学生。こども総合保険以外の保険契約にセットされた特約や引

受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象

となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険

契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認

し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。

(注)1契約のみご加入している場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険

者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

<補償が重複する可能性のある主な特約等>

今回ご加入いただく補償 補償の重複が発生する他の保険契約の例

学生。こども総合保険 賠償責任条項 自動車保険 日常生活賠償特約

学生。こども総合保険 育英費用条項 GKケガの保険 育英費用補償特約

学生。こども総合保険 生活用動産補償 (実損補償型)特約 火災保険 家財補償条項

3.補償の開始時翔

始期日の午前0時に補償を開始します。保険料は、表紙記載の方法により払込みください。表紙記載の方法により保険料を払込

みいただけない場合には、保険期間が始まった後であつても、保険金をお支払いしません。

4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等

(1)保険金をお支払いしない主な場合

5ページ～15ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない

場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。

(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を
発生させ、または発生させようとしたこと。

②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の諦求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた
こと。

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそ
れがあること。

⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこ
と。

5.保険料の払込鶴予翔岡等の取扱い

保険料は、表紙記載の方法により払込みください。表紙記載の方法1こより保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支

払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
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6.失効について

ご加入後に、被保険者(*)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該
当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
<育英費用条項について>
ご加入の後、次のいずれ力Чこ該当するよう:こなった場合、南英費用条項は効力を失います。
なお、②または③の事由による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
①引受保険会社が育英費用保険金をお支払いした場合
②被保険者(*)が独立して生計を営むようになられた場合
③被保険者(*)が特定の個人により扶養されなくなった場合
(*)傷害条項および育英費用条項における枚保険者をいいます。

7.解的と解約選れい金

ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社
・脱退(解約)日 から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただ

きます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、

追加のご請求をさせていただくことがあります。                          保険期間

8.保険会社破経時等の取扱い

16ページをご参照ください。

9.個人情報の取扱いについて

24ページをご参照ください。

10.『現在のご翼的の解的・減観を前撮とした新たなど翼舶」のご注意

現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、枚保険者にとって不利益となるときがあります。また、
新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。

(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項

①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後
短期間で解約された場合の解約返れい金はまつたくないか、あつてもごくわずかです。

②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。

(2)新たな保険契約(『学生。こども総合保険Jの疾病補償基本特約、疾病による学業費用補償特約)にお申込みさ
れる場合のご注意事項

①新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の責任期間開始前に生じている病気やケガ等に対しては保険金をお
支払いできないことがあります。

②新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された
場合、新たな保険契約の普通保険約款。特約が適用されます。

③新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異な
ることがあります。

までお申出ください。  未経過期間

一
始期日   解約日   満期日

I
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(代理店・扱者〉株式会社ナルド

T E L :042-797-9944

『三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料)

電話受付時間:平 日 9i00～ 19:00/土 日・祝日 9:00～ 17:00(年末年始は休業させていただきます。)

遅滞なく代理店・扱者または下記:こご連絡ください

温付センターJ24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故
く…歳無約
 盤

0120-258-18(
事故の連絡は、「インターネット受付」も行つています。

インターネット事故受付サービス「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから

※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と

手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会
|にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぼADRセンター

|             〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808
・受付時間[平 日 9:15～ 17100(上日・祝日および年末年始を除きます)]

・携帯電話からも利用できます。P電話からは03-4332-5241におかけください。
|。 お力Чす間違しЧこご注意ください。
|・

詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
I(https://www sonpO.Or.∫ p/about/efforts/adr/index.html)

【1楓障 :翻 :う=[渉l劇臣 】磁 1

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保

険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外

の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等
の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営

の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、 保

険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払しЧこ関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあ

ります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約

等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(httpα //www,ms― hs,∞m)をご覧ください。
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